
スポーツ指導者資格等助成要綱  
 

（目的）  

第１条  この要綱は、草加市民のスポーツ振興と競技力向上並びに各種スポーツ指導

者等の資質と指導力の向上を目的とし、指導者資格や審判資格等の取得を目指す公

益財団法人草加市スポーツ協会（以下「協会」という。）加盟団体の会員及びその指

導者に対し、予算の範囲内において助成することについて必要な事項を定めること

を目的とする。  

（助成対象資格）  

第２条  助成の対象となる資格は、公益財団法人日本スポーツ協会が規定する公認ス

ポーツ指導員等の資格を基準とし、埼玉県や全国を統括するスポーツ・レクリエー

ション団体が認定する指導者資格・審判資格等とする。  

（助成対象者）  

第３条  助成の対象者は、協会加盟団体の会員及びその指導者で、当該年度内に資格

取得のための講習等を修了した者とする。  

（助成対象経費）  

第４条  助成の対象となる経費は、第２条に掲げる資格の取得に係る受講料並びに受

験料、講習会参加費、テキスト代等及び初回の資格登録料とする。ただし、資格の

更新や継続等に係る経費は助成対象外とする。  

（助成金の額）  

第５条  助成金の額は、前条に規定する経費の２分の１に相当する額とし、当該年度

につき、１人上限５０ ,０００円以内、各団体１００ ,０００円以内とする。  

（助成金の申請）  

第６条  助成金の申請は、資格を取得するために必要な講習等を終了後、指導者資格

等助成申請書（様式第１号及び様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、資格等を

取得した時期に応じ７月・１月の各月末までに団体ごとにとりまとめのうえ、当協

会会長（以下「会長」という。）に申請するものとする。  

（１）受講修了証または資格認定証の写し  

（２）講習会の内容がわかる書類（開催要項等）  

（３）受講料・受験料・登録料等の領収証の写し（経費の内訳がわかるもの）  

（４）その他、会長が必要とする書類  

（助成の決定）  

第７条  会長は、前条の規定により申請があったときは、助成の目的及び内容が適正

であるか必要な事項を確認のうえ助成金額を決定した後、各団体へ通知し助成金を

支払うものとする。  

（その他）  

第８条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。  

 

附  則  

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 



様式第１号（第６条関係）  

スポーツ指導者資格等助成申請書  

 

  年  月  日  

 

（公財）草加市スポーツ協会 会長 様  

 

団体名  

                    会長名             印  

 

 

公益財団法人草加市スポーツ協会  指導者資格等取得助成事業の助成金を受けたい

ので次のとおり申請します。  

 

No 資格取得者氏名  取得した資格の名称  助成申請額  

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

 合計金額   

 ＜添付書類＞  

  （１）資格取得者各個人の申請書（様式第２号）  

 （２）①  受講修了証または資格認定証の写し  

②  講習会等の内容がわかる書類（開催要項等）  

③  受講料・受験料・登録料等の領収証の写し（経費の内訳がわかるもの） 

 



様式第２号（第６条関係）  

スポーツ指導者資格等助成申請書（個人記入用）  

  年  月  日  

 

 

公益財団法人草加市スポーツ協会  指導者資格等取得助成事業の助成金を受けたい

ので次のとおり申請します。  

 

助
成
対
象
者 

加盟団体名   

資格取得者氏名   

住所  
〒 

 

電話   

資
格
・
講
習
会
等 

資格の名称   

資格取得年月日        年  月  日（ ）  

講習会等の名称   

主催団体名   

期 日  
      年  月  日（ ）から  

      年  月  日（ ）まで  

会 場   

資格取得に係る経費  

（領収書等の合計額）  
              円  

助成申請額  

（上記経費の１ /２）  
              円  

添付書類  

資格取得  

に係るもの  

□ 受講修了証または資格認定証の写し  

□ 資格取得に係る受験料等の領収証の写し  

□ 初回の登録料の領収証の写し  

講習会等  

に係るもの  

□ 講習会等の内容がわかる書類（開催要項等）  

□ 講習会参加費・テキスト代等の領収証の写し  
 （交通費・宿泊費・飲食費等は助成対象外）  

□ その他（                ）  

 

＜申請期間＞  

   資格を取得した期日に応じて申請の締切を定めています。  

    ① １月～６月の資格取得・・・・８月１５日  

    ② ７月～１２月の資格取得・・・２月１５日  


